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雪道初心者マーク

　第一管区海上保安本部（小樽）では12月20日（水）「流氷情
報センター」の開所式が行われました。同センターは、流氷に
よる海難を防止するため昭和45年から毎年流氷情報の提供
を行っており、流氷が北緯46度付近に達してからの流氷状況
を毎日インターネット及びファックスで提供しています。

【インターネットアドレス】（第一管区海上保安本部海洋情報部流氷情報センター）

『http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN1/1center.html　』

　稚内海上保安部巡視船れぶんでは、自ら雪道運転の初心者であ
ることを宣言する『雪道初心者マーク』(右図）を考案しました。　巡視
船職員には、道外からの転勤で雪道運転に不慣れな者も多く、稚内
管内のベテランドライバーに、前をゆっくり走っている車が「雪道運転
の初心者か！ならしかたないな～。」と気づき、理解してもらうととも
に、『雪道初心者マーク』を付けている運転者自身が雪道を安全に
ゆっくり走ることを心掛け、交通安全に取り組むこととしたものです。

　稚内海上保安部では、国土交通省が実施する年末年始の
輸送等に関する安全総点検の一環として、12月10日から1月
10日までの間、年末年始特別警戒及び航路標識の総点検を
実施しています。
　期間中の12月11日にはカーフェリー安全総点検が行われ、
海上交通の安全確保、海上における法令の励行及び犯罪の
防止の強化に関する指導、並びに、不審物・不審事象への自
主警戒や緊急連絡体制の確保等について指導するとともに、
船内における暴力、窃盗等の犯罪やテロ防止を図るための
警戒を実施しました。また、同期間中は当部が管理する66基
の航路標識についても、灯質や電源等の点検確認を行いま
す。

【ファックスサービス（ポーリング方式）番号】　小樽：『0134-32-9301』　紋別：『0158-24-5689』　

　また、次のホームページでは道内各地の初日の出の時刻をご覧になれます。　　
（第一管区海上保安本部海洋情報部海の相談室）

　　アドレス『http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN1/soudan/hatsuhinode.htmｌ』

流氷情報や初日の出情報を提供


